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第 ８ 回  熊本県議会 ＴＰＰ対策特別委員会会議記録 

 

平成26年９月29日(月曜日) 

            午後１時29分開議 

            午後２時19分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 （１）ＴＰＰ交渉に関する件 

     ＴＰＰ交渉の現状について 

  （２）付託調査事件の閉会中の継続審査に

ついて 

 （３）その他 

――――――――――――――― 

出席委員(13人) 

        副委員長 藤 川 隆 夫 

                委  員 山 本 秀 久 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 吉 永 和 世 

                委   員 佐 藤 雅 司 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 松 岡   徹 

        委  員 渕 上 陽 一 

                委  員 早 田 順 一 

欠席委員(1人) 

        委 員 長 早 川 英 明 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 企画振興部 

         部 長 島 崎 征 夫 

政策審議監 栁 田 誠 喜 

      首席審議員兼 

企画課長 小 原 雅 晶 

 知事公室 

政策調整監 白 石 伸 一 

 総務部 

人事課長 青 木 政 俊 

 健康福祉部 

健康福祉政策課長 渡 辺 克 淑 

首席審議員兼         

健康危機管理課長 一   喜美男 

医療政策課長 立 川   優 

国保・高齢者医療課長 大 塚 陽 子 

環境生活部 

環境政策課長 正 木 祐 輔 

くらしの安全推進課長 開 田 哲 生 

商工観光労働部 

総括審議員兼         

政策審議監兼         

商工政策課長 髙 口 義 幸 

産業支援課長 古 森 美津代 

企業立地課長 寺 野 愼 吾 

 農林水産部 

政策審議監 濱 田 義 之 

首席審議員兼         

農林水産政策課長 田 中 純 二 

農産課長 下 舞 睦 哉 

畜産課長 矢 野 利 彦 

林業振興課長 江 上 憲 二 

水産振興課長 平 山   泉 

土木部 

監理課長 成 富   守 

出納局 

管理調達課長 田 上 英 充 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     政務調査課主幹 松 野   勇 

     政務調査課主幹 法 川 伸 二 

――――――――――――――― 

  午後１時29分開議 
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○藤川隆夫副委員長 ただいまから、第８

回ＴＰＰ対策特別委員会を開催します。 

 審議に入ります前に、ここで、７月15日

付で企画振興部長に就任されました島崎部

長から、自己紹介を兼ねて御挨拶をお願い

いたします。 

 

○島崎企画振興部長 ７月15日付で企画振

興部長に着任いたしました島崎でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 県議会におかれましては、昨年６月に本

委員会を設置され、協定参加により経済発

展を期待する声がある一方で、国民生活へ

の影響が懸念されるＴＰＰにつきまして、

精力的に御活動いただいていると理解して

おります。特に、これまで７回の意見書を

提出されておられるとのことで、心から敬

意を表します。 

 ＴＰＰ交渉の件につきましては、国と国

との間の交渉ではありますが、可能な限り

の情報収集や分析、それから県民の方々の

不安を解消するための情報提供を行うこと

で、県としての的確な対応に努めてまいり

たいと考えております。よろしくお願いい

たします。 

 本日の委員会では、６月議会以降のＴＰ

Ｐ交渉の現状につきまして御報告させてい

ただきます。 

 執行部といたしましても、交渉状況を見

きわめまして、県議会の皆様と連携をしな

がら、国への要望活動など、適切な対応を

行いたいと思っております。先生方の御指

導のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○藤川隆夫副委員長 それでは、審議に入

ります。 

 まず、執行部からＴＰＰ交渉の現状につ

いての説明の後に、一括して質疑を受けた

いと思います。 

 では、説明をお願いいたします。 

 

○小原企画課長 企画課の小原でございま

す。 

 本日は、６月議会以降のＴＰＰ協定交渉

をめぐる主な動きなどについて御説明させ

ていただきます。 

 資料をめくっていただき、１ページ目を

ごらんください。 

 まず、ＴＰＰ交渉をめぐる最近の主な動

きについて御説明させていただきます。 

 四角囲みとアンダーラインを引いており

ます、６月議会以降の動きを主に説明いた

します。 

 四角囲みの下の段でございますが、６月

26日に、本県の主催により、ＴＰＰ協定に

関する説明会を開催いたしました。委員の

先生方からも多数の御出席を賜り、改めて

御礼を申し上げます。結果概要については、

後ほど御説明します。 

 次の行ですが、７月３日から、カナダの

オタワで首席交渉官会合が開催されました。

この会合の結果につきましては、７月28日

と７月30日に、政府による説明会が東京で

開催されておりますので、この後御説明さ

せていただきます。 

 下から２行目、９月１日から、ベトナ

ム・ハノイにおいて首席交渉官会合が開催

されております。こちらの結果につきまし

ては、次の行にあります、９月23日から行

われた日米閣僚協議の状況とあわせて、内

閣本部のホームページ掲載資料などから抜

粋した資料をもって、後ほど説明させてい

ただきます。 

 続きまして、２ページをごらんください。 

 ここから資料が縦になります。申しわけ

ございません。 
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 本県が主催して開催しましたＴＰＰ協定

に関する説明会の結果概要について御説明

いたします。 

 開催日、場所は、記載のとおりです。参

加者は、県内の関係団体や行政関係者など

約280名。 

 ４つ目の丸のところですが、講師として、

ＴＰＰ政府対策本部から高橋内閣参事官を

招き、同参事官からは、ＴＰＰの意義や交

渉の現状について説明がありました。 

 ５つ目の丸が、主な質疑の内容について

です。 

 １つ目の矢印ですが、アメリカから賠償

を求められることに関する質問でしたが、

高橋参事官からは、ＩＳＤＳ、これは投資

家と国による紛争解決手続に関することで

すが、これについて説明があり、ＩＳＤＳ

には日本の企業にとってもメリットがあり、

これまで日本が結んだ経済連携協定、投資

協定でもＩＳＤＳ条項を含んでいるが、日

本が訴えられた実績がないことを説明され

ました。 

 ２つ目の矢印については、中山間地域の

農業についての質問でしたが、ＴＰＰいか

んにかかわらず、政府として対策を考えて

いくことを説明されました。 

 ３つ目の矢印については、衆参農林水産

委員会決議に関しての政府の交渉姿勢との

整合性を問う質問があり、高橋参事官は、

国会の承認を得られるべく、全力で交渉に

当たっていると答えました。 

 なお、当説明会の開催が、ＴＰＰの交渉

状況や国の考え方などの情報を政府から県

民に直接提供し、また、地方の意見を直接

政府へ伝えることができた機会になったと

考えています。 

 県主催の説明会に関する結果概要につい

ては以上です。 

 続きまして、３ページをごらんください。 

 ３ページから次の６ページまでが、７月

30日に東京で開催された、都道府県を対象

とした政府の説明会の資料でございます。

本県からは、東京事務所職員が出席してお

ります。 

 ３ページの４つ目の丸のところ、資料の

ところでございますが、資料１、ＴＰＰ首

席交渉官会合の結果概要と、資料２、鶴岡

首席交渉官による記者会見の冒頭発言につ

いては、それぞれ次の４ページ、それから、

５ページ、６ページとなります。 

 それでは、４ページをごらんください。 

 カナダで行われた首席交渉官会合の結果

について、内閣官房ＴＰＰ政府対策本部が

まとめたものです。 

 １行目からですが、７月３日から12日ま

で、首席交渉官会合及び交渉官レベルの分

野別作業部会が開催され、日本からは鶴岡

首席交渉官と分野別の交渉官が出席しまし

た。 

 下の１つ目の丸をごらんください。 

 首席交渉官会合においては、物品テキス

ト、原産地規則などのルール分野について

議論され、アンダーラインにありますとお

り、決着可能な論点については論議を収れ

んさせ、残された論点については期限を区

切って分野別交渉官に議論させるなど、作

業計画を具体化したと書かれております。 

 首席交渉官会合では、難航分野である知

的財産、国有企業以外の非難航分野につい

ては、相当整理が進んだとの説明がありま

した。 

 分野ごとの説明としては、ＳＰＳ、これ

は食の安全に関することですが、既存の協

定と同じ内容であるのは以前から説明して

いたが、紛争処理のメカニズムについて対

立があり、専門家同士の対応のプロセスを
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入れるという方向で最終調整に入っている

との説明がありました。 

 投資につきましては、この中のＩＳＤＳ

については、閣僚案件であり、議論をして

いないとの説明でした。 

 政府調達については、今の日本の仕組み

を変えるというより、他の国をどうするか

という問題であり、日本からは、日本、ア

メリカ、カナダ、シンガポール以外のＷＴ

Ｏ政府調達協定に参加していない国々の基

準が高過ぎるので、もっと下げてほしいと

いう交渉をしているとの説明があっており

ます。 

 アンダーライン部分最後の作業計画を具

体化したとありますが、残った論点につい

て、締め切りを設けて、それまでに固めよ

うという作業計画ができているとのことで

した。 

 次に、２つ目の白丸のところでございま

すが、アンダーラインにありますように、

原産地規則、知的財産、投資、法的・制度

的事項、繊維、ＮＣＭ、国有企業について、

首席交渉官会合のほかに、作業部会を設け

て精力的に議論が行われたと書かれており

ます。 

 なお、ＮＣＭとは、投資やサービス分野

についての規制緩和の議論のことで、二国

間で並行して交渉を行っているとのことで

す。 

 難航分野である知的財産と国有企業につ

いてですが、知的財産においては、大きく

分けて著作権関係、医薬品関係、地理的表

示関係の論点があり、ほとんど閣僚が判断

する論点とのことでした。ただし、事務方

でできる細かい論点も多いとのことでした。 

 国有企業においては、国有企業が、その

国内で行う公共目的でのサービスについて、

国が助成することは規制から外すという方

向でおおむね合意が得られ、日本の心配も

ほぼなくなったとの説明がありました。た

だし、たくさんの国有企業を抱えている国

もあり、例外をどうするかという作業に時

間がかかるとのことでした。 

 ３つ目の丸をごらんください。 

 アンダーラインの部分ですが、全ての交

渉参加国と首席交渉官レベルでの二国間会

合も開催され、二国間の懸案の解決に向け

た議論を行ったとのことです。 

 ４つ目の白丸をごらんください。 

 アンダーラインの部分ですが、関税を含

む物品市場アクセスについて、分野別の交

渉官による二国間協議も精力的に行われま

した。この関税を含む物品市場アクセスに

ついては、ほぼ全ての国と二国間の協議を

進めたとのことです。 

 ５月の閣僚協議では、甘利大臣が、関税

を全部撤廃すると言われてもできないが、

リクエストを絞り込んでくれれば、真剣に

協議に応じるとの話をされたそうです。 

 これを受けて、事務方で協議を進めて、

まもなく最終段階という国が幾つかあると

いう説明がありました。 

 資料をめくっていただき、５ページと６

ページをごらんください。 

 こちらについては、交渉団の日本側のト

ップである鶴岡首席交渉官による、７月３

日から12日にカナダで開催された首席交渉

官会合の終了後に行われた記者会見の冒頭

発言です。 

 交渉の中身については、ただいま４ペー

ジで説明いたしましたので、詳しい説明は

省かせていただきます。 

 １点、５ページの冒頭に、全体の評価に

ついて言及されています。 

 最初のアンダーラインと２番目のアンダ

ーラインにありますように、これまでより
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大きな進展を見たと言えるが、今後容易に

困難な課題が解決していくという見通しを

立てるには至っていないとのことです。 

 資料をめくっていただき、７ページをご

らんください。 

 次に、今月９月１日から10日にベトナム

で行われた首席交渉官会合の結果概要につ

いて御説明いたします。 

 なお、この首席交渉官会合についての説

明会は開催されておりません。したがいま

して、この会合の結果概要につきましては、

内閣官房ＴＰＰ政府対策本部のホームペー

ジ資料からまとめたもので説明をいたしま

す。 

 この会合には、鶴岡首席交渉官と分野別

交渉官が出席しております。 

 １番目の白丸については、アンダーライ

ンのところですが、首席交渉官レベルで整

理すべき論点を含んだ分野でございます。 

 ２番目の白丸については、首席交渉官レ

ベルの下の分野別交渉官で整理すべき技術

的論点を含んだ分野です。 

 なお、技術的論点とは、内容について合

意があったものを、どのような文言で条約

の条文に反映させるかという作業のことで

す。 

 １番目と２番目の丸の交渉分野について

ですが、この会合では、７月のカナダで開

催された首席交渉官会合で議論した分野に

加え、カナダでの首席交渉官会合では議論

されなかった難航分野とされる環境につい

ても議論されております。 

 この首席交渉官会合では、７月の首席交

渉官会合での議論の続きとともに、難航分

野も扱うこととされており、環境について

は、途上国の懸念事項にどう応えるか、引

き続き議論を行うことを、９月10日、首席

交渉官会合終了後に、ＴＰＰ政府対策本部

の澁谷内閣審議官が記者に説明しておりま

す。 

 結果につきましては、４つ目の丸のとこ

ろをごらんください。 

 ９月10日の首席交渉官会合の最終日に、

ＴＰＰ政府対策本部の澁谷内閣審議官が、

記者ブリーフィングにおいて発言された結

果のコメントを記載しております。 

 １つ目の矢印ですが、知的財産権、国有

企業、環境以外の難航していない分野につ

いては、論点を決着させるものは決着し、

それ以外についても、論点を相当程度絞っ

た上で、早い期限を切って議論を収れんさ

せることとしたとあります。 

 ２つ目の矢印についてですが、市場アク

セスについても、着実な進展を見ることが

できたとのことです。 

 この会合では、首席交渉官レベルの下の

分野別交渉官レベルにおいて、関税などの

市場アクセスに関する二国間交渉が行われ

たそうです。 

 なお、この意味合いについてですが、政

府本部の澁谷内閣審議官と記者とのやりと

りでは、各国の関心や日本に求めるものが

違う中で、各国の関心を丁寧に聞き、でき

る範囲でどうやったら日本が応えられるの

か、どういう形で合意点に近づけるのかと

いう議論をし、理解が進んだという意味と

あります。 

 ３つ目の矢印をごらんください。 

 難航分野については一定の進展があった

が、政治レベル、これはいわゆる閣僚で判

断するということですが、政治レベルで解

決すべきことも含めて、まだ多くの課題が

残されているとあります。 

 閣僚で判断する論点は、投資分野のＩＳ

ＤＳや知的財産分野の医薬品のデータ保護

期間の扱いなどと説明があっており、首席
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交渉官レベルでは余り議論を行っていない

とのことです。 

 ４つ目の矢印をごらんください。 

 引き続き、交渉と国内調整、日本を含め

た参加12カ国が国内調整を行うことになっ

たとのことです。 

 最後に、５番目の矢印をごらんください。 

 今後のスケジュールについては、首席交

渉官や閣僚の会合をいつ開催させるか、ス

ケジュールは未定であるとのことです。 

 今回の会合の結果について、渋谷内閣審

議官は、記者とのやりとりで補足していま

すが、難航分野では、一見劇的に論点の数

が減るという意味での進展はなかったのは

事実だと思うが、今後どういうやり方で煮

詰めていくのかという点について共通認識

を得られたという意味では、合意に向けた

必要なプロセスを踏んだということと説明

しています。 

 ９月にベトナム・ハノイで開催されたＴ

ＰＰ首席交渉官会合の結果は以上でござい

ます。 

 続きまして、８ページをごらんください。 

 こちらにつきましては、ＴＰＰ政府対策

本部のホームページ及び他省庁のホームペ

ージに掲載された情報から、日米協議につ

いて、最近の交渉の経過をまとめておりま

す。 

 まず、(1)自動車分野等に係る外務省の

森経済担当大使が行う協議ですが、こちら

は７月16日から３回開催されております。 

 次に、(2)主に農産品重要５項目の関税

を含む市場アクセスについて、大江首席交

渉官代理が行う協議についてですが、７月

14日から３回開催されております。 

 関税率やセーフガードの発動基準を含む

農産品に係る協議の結果につきましては、

９月10日に行われた大江首席交渉官代理が

行った記者会見からの発言を抜粋しており

ます。 

 まず、１行目ですが、今回の進展は極め

て限られたものとあります。また、３行目

で、市場アクセス交渉は、ここ１～２カ月

でまとめないといけないと思っているとあ

ります。 

 なお、記者会見では、大江首席交渉官代

理から、関税率などの具体の数値まで踏み

込んで協議を行っているのではなく、６月

に説明した関税やセーフガードなどの方程

式の枠組みについて、相場間の話を行って

おり、豚肉、牛肉のセーフガードについて

は、双方にかなりの距離感があるとの発言

があっています。 

 次に、(3)について、甘利経済再生担当

大臣とフロマン米国通商代表によるＴＰＰ

に関する日米閣僚協議が、米国・ワシント

ンにおいて、先週の９月23日から24日にか

けて行われております。 

 結果につきましては、政府からは、この

協議の記者会見の内容がまだホームページ

に掲載されておりませんので、本資料には

掲載しておりません。ここからは、報道か

らの情報となりますが、甘利大臣が記者団

に語った発言などを御紹介いたします。 

 ９月23日、交渉１日目の結果として、甘

利大臣は、全く先が見えないわけではない

が、容易に打開できる状況ではない、譲れ

ない線がどこにあるのかということは絞ら

れてきたと説明。譲れない線とは、セーフ

ガードの扱いなどに関することと思われま

すが、かなり厳しい、絞り込んだ話をして

いると語っています。 

 この日米閣僚級協議においては、並行し

て、重要農産物やアメリカ側の関心が強い

日本の自動車分野の非関税措置をめぐり、

実務者レベルの折衝を続けたと報道されて
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います。閣僚が判断できる論点、実務者が

詰めるべき論点について、同時並行で協議

されたと考えられます。 

 ９月24日、２日目を終えて、甘利大臣は、

当方は柔軟性のある提案をしたが、さらな

る進展は得られなかったと述べられ、提案

とは農産物に関することと思われますが、

協議は不調に終わったことを示しました。

また、米側と議論がかみ合わなかった、お

互いが譲歩しているとは受け取れなかった

とも述べています。 

 一部報道によりますと、日本が提案を示

す一方、米国は、これまで関税撤廃の方向

で進んできた議論を蒸し返し、自動車部品

に関する関税撤廃はできないと通告してき

たとありました。 

 今後について、甘利大臣は、未定であり、

日米二国間の閣僚折衝は行う予定はない、

米国以外の他の交渉参加国との二国間交渉

を加速させたいとのことです。 

 なお、米国の通商代表部のホームページ

では、今回の協議についての声明が掲載さ

れており、未解決分野、農業と自動車を焦

点として議論を行い、この重要な未解決問

題について、さらなる進展を図れなかった

とされています。 

 また、帰国後に甘利大臣は、最後の日米

閣僚協議と覚悟を決めて、思い切った柔軟

性を示したが、米国側の誠意ある対応が見

られなかったので、先に進んでいかなかっ

たとし、今後の対応について、米国以外の

国との交渉は、誠意を持って順調に進んで

いる、できるだけ加速していきたいと語っ

ています。 

 最後に、(4)のバイデン米国副大統領に

よる安倍総理への表敬について掲載してお

ります。 

 これは、26日に、国連総会出席のためニ

ューヨークを訪問中の安倍総理に、バイデ

ン副大統領が表敬を行ったものです。報道

によりますと、この表敬にはフロマン通商

代表も同席したようでございます。 

 この表敬の中で、ＴＰＰについても取り

上げられており、３番目の矢印ですが、日

米のトップが交渉担当者に指示を出し、柔

軟性を持ってＴＰＰ交渉の早期妥結に、引

き続き努力していくことを確認したとのこ

とです。 

 なお、米国大統領府のホームページには、

副大統領と安倍総理は、ＴＰＰの戦略的、

経済的重要性とともに、農業と自動車を含

む二国間の未解決問題を、交渉において、

可能な限り早く解決する必要性について同

意したと掲載されております。  

 資料の説明は以上でございます。 

 オバマ大統領が言及したとされる、11月

中に中国においてＡＰＥＣ首脳会議が予定

されておりますが、この11月中にＴＰＰに

参加する12カ国の首脳会合が開催され、大

筋合意ができるかどうかが今後の焦点にな

るかと思われます。 

 説明は以上でございますが、引き続き、

県議会の皆様とも連携しながら、情報収集

や政府に対する要望活動等を行ってまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 

○藤川隆夫副委員長 以上で執行部からの

説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。 

 何かありませんか。 

 

○早田順一委員 今説明をお聞きしました

けれども、やはりまだなかなか進展が見ら

れないわけで、国からの情報というのも、

この文章を見てみると、何か作業計画を具
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体化したとか、精力的に議論とか、解決に

向けた議論とか、何か漠然とした内容しか

わからないというのが今の現状だというふ

うに思います。 

 ただ、この自動車分野と農産物が難航す

るんじゃないかということが言われていま

すけれども、それ以外のことに関しては、

例えば100あるうちのどれぐらいまではも

う交渉が終わっているとか、何かそういう、

何と言うんですかね、今は全然、どこまで、

何がどう進んでいるのか全く見えないもの

ですから、何か漠然とでもいいですから、

100のうちどれぐらいは大体交渉が終わっ

ているとか、そういうのも何かわからない

んでしょうか。 

 

○小原企画課長 政府が発表している情報

プラス報道関係、報道筋からの判断という

か、判断するしかないんでございますけれ

ども、基本的に、アメリカとの日米交渉の

中では、やはりこの農産、例の５品目、そ

れから自動車の関税の撤廃、特に自動車に

ついては、自動車とトラックの部分が、そ

れぞれ可能な限り後ろ倒しにして関税を廃

止するのが今協議になっていて、自動車部

品に関しては、即関税撤廃という話が今ま

で情報の中では流れていたんですが、それ

を今度米国は、やはり2.5％関税をそのま

まできる限り残してくれという方向になっ

ているみたいですし、日本との農産物の交

渉に関しましては、例の５項目、米、麦、

牛・豚、乳製品と砂糖の分ですが、そのう

ちでも特にこの牛・豚、それから乳製品に

ついてが一番交渉が難航しているというこ

とで、この３つが決まらないと、ほかの米、

麦も最終的には決まらないというような話

があっている模様でございます。 

 また、それ以外のたくさんの分野の中で、

ここで説明も申し上げましたけれども、知

的財産、これは医薬品の問題とか、あと著

作権の問題が入っていますけれども、申し

上げた問題、それから国有企業、それから

環境の問題というのが大きな分野になって

いますが、そういった全てが――ＴＰＰの

条約というのは、全てがパッケージになっ

ておりまして、一つずつ積み上げて、最後

に残ったものを決めるのではなくて、やっ

ぱり最後の部分が決まらないと、ほかの部

分も、まあ政府の説明では寸どめと言って

いるんですけれども、ぎりぎりのところで

最後までやはり皆さん決めずにそのまま残

しておいて、最後、一番交渉が難しい分野

が決まって、最後の、例えばパズルのピー

スがはまるようにしてはまれば全体が決ま

ってしまうという、そういうような進め方

で現在のＴＰＰの交渉が進んでいるという

ふうに伺っておるし、それぞれの報道から

の情報から判断すると、そういうことじゃ

ないかなというふうに思っております。 

 

○早田順一委員 ということは、結局は、

交渉事が幾つあるかわかりませんけれども、

どれもほとんど決まってなくて、重要なの

をするために交渉としてそれを使うわけで

しょうから、だから、今ほとんど決まった

ものはないと理解していいんですかね。こ

こに、大江首席交渉官代理が「我々に残さ

れている時間がそれ程ないので」とか書い

てあるものですから、何かもうあと大詰め

のような気がしているんですけれども、何

も――ある程度の話は決まっているけれど

も、決着までは行ってないということなん

ですかね、一つ一つのパーツも、という理

解でいいんですかね。 

 

○小原企画課長 それぞれの項目ごとによ
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って、交渉の決着のもうぎりぎりまで行っ

ているのもあれば、非常にまだ話がこれか

ら詰めなくてはいけない項目がたくさんあ

るというものも、それぞれだというふうに

理解しております。 

 

○早田順一委員 だけん、100まで行くう

ちの――100まで行ってないということで

すね、全部、全てにおいて。80があったり、

90があったり、20があったりと、それがい

っぱい交渉事が残っているということです

ね。そういう……。 

 

○藤川隆夫副委員長 ということで。 

 それじゃ、ほかに質疑は。 

 

○村上寅美委員 部長に尋ねるけど、これ

はもう国会だから、我々にはもう権限はな

いんだよな、実態は。要望する以外は、立

場上。権限はあるの、ないでしょう。根本

的なこと、基本的なこと。 

 

○島崎企画振興部長 基本的には国と国と

の交渉になるので、それはやはり決めるの

は国、政府になります。 

 

○村上寅美委員 だから、ＴＰＰそのもの

に僕は反対じゃないんですよ。ＴＰＰその

ものに。しかし、恐らく僕は、近い将来、

これはもう総理同士が会ったら、見通しと

しては、野球の評論家じゃないけど、決ま

るよ、これは。見通しとして決めざるを得

なくなる。 

 だから、我々に権限はないから、我々は、

地元選出の国会議員の先生方を通じて、や

っぱり地方の意見を、要望というかな、こ

の道しか残されてないわけだな、結論から

言えばね。 

 だとするなら、やっぱりこれが決まった

場合――ガット・ウルグアイ・ラウンドで

米問題をやったでしょう。そのときも、７

年後か、言ったけど、やっぱり韓国と日本

では大分格差が出たわな、交渉の段階で。

そういう過程も踏まえながら、権限はない

けど、今円安で、ほとんどが東京の中央、

上場会社等々は、非常に稼いでいるし、豊

かだと。ところが、地方はどうかというと、

地方はもうそれを丸かぶりしているような

状況。でしょう、実態は。地方はよくなっ

たという県は一つもないね。 

 そういうことを考えるなら、このＴＰＰ

の交渉は頑張ってもらうとしても、やっぱ

り熊本県は特に農業県ですよ。恐らく、北

海道と、九州も福岡を除けば、これはもう

全く犠牲者ですよ。犠牲者という言葉を使

ってもいいと思う。だとするなら、今のう

ちに、全国知事会とか議長会とか、それか

ら、我々の委員会にしても、やっぱり国に

対して、ＴＰＰの条件もさることながら、

やっぱり農業をどうするのかと。農業の位

置づけをどうするのか。やっぱり食料自給

率50％と決めたのも国ですよ、アバウトは。

しかし、中身が詰まってない。 

 そういう段階で、先に走って、一時金を

何百億、何千億てつかみ金をやったってし

ようがないよ、これは。これだって、実現

は７年後かな、10年後かな。時間があるで

しょう。この間に何とかせえというような

話であって、だから、日本農業をどうして

――ばらまきのあれじゃなくて、専業農家

をどうして守っていくかというようなこと

を、日本農業として、農水省を中心にまと

めるのが先ですよ、これは。永続的に。 

 だって、水と空気と一緒じゃない、農業

は。食文化もなくなってしまう。ただＴＰ

Ｐの５品目の次元じゃないですよ、我々に
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言わせれば。その辺のところを国がどうい

うふうに考えているか、事務レベルとして

も研究してもらいたいなと思うね。 

 我々は、我々で、この政治の世界で、や

っぱり地元選出の国会議員を初め、あるい

は族議員を初め、要求はしていこうと思う

けど。だって、国会決議だから、国会で決

まるんだから。どうね、僕のあれは。感想

でよかたい、答えはなかろうけん。 

 

○島崎企画振興部長 私、こちらに参りま

してから、本県にとって、農林水産業です

とか、今重要な交渉分野になっているとこ

ろが、非常に死活的な役割を担っているこ

とを認識しております。 

 その上で、私、勉強いたしましたところ、

我々レベルでもと先生おっしゃいましたけ

れども、県議会の皆さん方からの要望書も

ございますし、それは国のほうの国会の衆

議院と参議院の農林水産委員会の決議とい

うのを非常に尊重してやっていくというこ

とにもなっていますし、その動きというの

は非常に――当然、交渉担当者としても、

一般的に言えば、踏まえないと――先ほど、

全く何もと私答弁しましたけれども、要す

るに、担当官が合意した後は、国会での承

認、プロセスがございますので、そこは説

得にかからないと思いますけれども、そう

いうプロセスはございます。 

 ただ、やっぱり交渉するわけですので、

そこのところは十分に国内的な情勢を踏ま

えた上でやるべきですし、実際やろうとは

しているんだと思います。  

 それから、要望の中に入っています農林

水産分野に関するビジョンというのをしっ

かり明確にした上で交渉して、あるいは交

渉妥結をしてほしいということと、それか

ら、情報提供に努めてほしいというところ

については、こちらの本県でも強く要望し

ているところでして、全く的を射ていると

は思います。というのが私の感想でござい

ます。 

 

○村上寅美委員 この辺を、もう我々も常

に請願も要望も出しているから、ぜひやっ

ぱり地方を――安倍さんも、東京があるい

はトップ企業が円安でというようなことを、

一時そういう状況の中で景気がいいという

ことを日本の景気という、とんでもない話。

熊本県は、99％１次産業ですよ。中小企業

と農林水産ですよ。ほとんどの日本がそう

じゃない。東京だって、90数％は中小企業

と言うよ。東京だって。そこに日が当たる

ような政策をやっぱり国にとってもらいた

いと思いますね。答弁は要りません。要望

ですから。 

 

○松岡徹委員 前回のこの委員会でも議論

になりましたけれども、今部長もお話があ

ったように、結局は我々が考える基準とし

ては、衆参農林水産委員会の決議と同時に、

熊本県議会として、交渉に入って、こうい

うスタンスでやってほしいということを求

めた12月19日の県議会の決議というのがあ

りますよね。ここら辺が、交渉に入った段

階では、やっぱり基準じゃないかなと私は

思うんですね。 

 その上で、前回もちょっと前の部長と議

論になったんだけれども、甘利ＴＰＰ担当

大臣が、いわゆる日米共有の方程式という

表現をしているわけですけれどもね。具体

的には、１つは、具体的に関税率をどう煮

詰めていくか。それから２つ目に、関税を

引き下げる期間や方法をどういうふうに煮

詰めていくか。あと３つ目に、セーフガー

ドね。これを日米共有の方程式という形で
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大臣はおっしゃっていたわけですけれども。

それは一つの到達点だと、大臣の考えでは

ね。 

 その上で、いわば日本としては、牛肉と

か豚肉とかさらに引き下げて、そして今度

の閣僚級協議に臨んだと思うんですよね。

臨んだわけですよ。ところが、いわば引き

下げ提案をして議論しようとしたら、アメ

リカの対応はそれどころじゃなくて、自動

車を持ち出してきたということですよね。 

 だから、これは、こうなってくると、そ

もそも、いわば農産物、牛肉、豚肉などの

壁があるのに、自動車まで持ち出してきた

という点で見ると、大臣が言う日米共有の

方程式という捉え方が、もう本当に行き詰

っている、大きな壁にぶつかっているとい

うふうに見るべきじゃないかなと思うんで

すけれども、部長、見解はその辺はいかが

ですか。 

 

○島崎企画振興部長 先ほど課長からの説

明にもありましたが、甘利大臣が行ったと

きの交渉ですね、多分御指摘は。 

 この９月23から24で、相当、私が新聞報

道も通じて見ると、お互いがお互いのこと

を非常に、相手の問題において交渉が進ま

ないんだということを言い合うような状況

だというのは、一つ考えると、相当、委員

御指摘のような、何か崩れていると捉えら

れる状況なのかもしれません。そこは確た

ることはわからないんですが。 

 他方、この資料の８ページにも載ってお

りますが、バイデン米国副大統領による安

倍総理表敬というのを見ますと、双方が歩

み寄るという姿勢が必要であるという言葉

が、まあ交渉なので、歩み寄るというのは

もともと当然やられることなのかもしれな

いのではありますが、そういうことを確認

しなきゃいけないような状況であるという

ことは、そのものが、御指摘のように、非

常に難しい局面にあるんだなと思っていま

して、非常に難しい交渉をした後でこうい

うフォローが入るというのは、まさしく、

多分共通の認識になっていると思いますけ

れども、物すごいせめぎ合いの中で動いて

いるんだなというのが私の認識です。 

 

○松岡徹委員 僕の分析では、結局は、牛

肉とか豚肉は尐々の譲歩ではだめという、

かなり強い姿勢があるんですよね。いろん

な、アメリカ――結局、大統領に権限が委

ねられてないから、議会の承認を得なけれ

ば、この交渉がどれだけまとまっても、議

会がだめだと言えば成り立たないんですね。

議会の力関係を見ると、この交渉を審議す

る歳入委員会なんかのメンバーを見ると、

もう牛肉、豚肉の生産の多い上位５州の代

表が４割ぐらい占めているような、そうい

う歳入委員会の構成になっているわけです

よ。 

 だから、とても、いわばそこで――そこ

では、とにかく全部認めぬなら、このＴＰ

Ｐは日本抜きでやるぞというような意見な

んかをがんがん出ている状態で、そこら辺

のところが前提としてあると。だから、僕

は、自動車を持ち出してきたんじゃないと

思うんですね。 

 それから、今度は11月に中間選挙がある

じゃないですか。そして、それが終わった

ら、来年になったら、もう大統領選挙です

から、アメリカは、２年間。そうなると、

このＴＰＰ交渉は、日本が完全に白旗を上

げる以外に成り立たないことになってくる

というふうに見るべきじゃないかと思うん

ですけれども、その点はいかがですか。 
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○藤川隆夫副委員長 みんな非常に答弁し

づらいと思いますけれども、島崎企画振興

部長。 

 

○島崎企画振興部長 ちょっとそこまでの、

何というか、詳細な認識というのは、有す

るにはちょっと、もちろん政府から提供さ

れる情報も多いものではないので、ちょっ

と私が意見を明確に言うというのは難しい

……。 

 

○松岡徹委員 具体的なあれで、方程式の

３番目のセーフガード問題ですけれども、

実際、セーフガードが日本で導入されたの

は、中国との関係で、ネギと生シイタケと

イグサで、半年だけ結局は暫定セーフガー

ドということでやったんだけれども、僕は、

当時、農水省に行って、２時間ばかり課長

クラスの人と話し合って、農水省も、絶対

セーフガードやりますと。その帰りに熊本

県の農水に寄って、熊本県もそれで頑張り

ますと言ったけれども、結局は首相の判断

で先送りになって、そして暫定になったわ

けですよ。 

 今度の日米交渉でも、やっぱりセーフガ

ードについては、かなりきつい、強い姿勢

を示しているんですよね。だから、この方

程式の３番目もかなり厳しいと。ここで譲

れば――これは農業振興課になるのかな。

イグサでセーフガードは、半年間だけの暫

定セーフガードだったけれども、実際何の

役にも立ってないというか、一番多いとこ

ろから今までは、どのくらいイグサが、い

わば面積とか農家数が減っているかという

のは、以前資料を要求したことがあります

けれども、どなたかわかりますかね。 

 

○藤川隆夫副委員長 イグサのセーフガー

ドの話。 

 ただ、中国でも、植えつけ面積が減って

いるという話は私も聞いてはいます。 

 

○松岡徹委員 ちょっといいですか。それ

では、僕は資料を持っていますからね。 

 昭和47年…… 

 

○下舞農産課長 御回答します。農産課で

ございます。 

 平成７年が作付面積が5,000ヘクタール

余り、25年度の数字ですけれども、800ヘ

クタール余りとなっております。農家数が、

同平成７年が3,500戸余り、25年度が600戸

程度となっております。 

 

○松岡徹委員 僕が持っている資料では、

昭和47年は、6,260ヘクタールで、農家戸

数が１万400戸、26年は、725ヘクタールで、

562戸になっています。それから、面積で

９分の１、農家戸数で20分の１ぐらい減っ

ていますね。 

 

○藤川隆夫副委員長 松岡委員のは、結局

セーフガードの問題の話ですよね。 

 

○松岡徹委員 結局は、セーフガード、よ

しんばセーフガードを制度で入れたとして

も、実際上は発動するについてはかなり厳

しいんですよ、中国の場合。アメリカも、

交渉の中でセーフガードの発動については

かなり厳しい姿勢を言っているのでね。そ

ういう意味でも、この交渉は成り立たない

と。 

 もう１つちょっと聞きますと、御説明で

あった原産地規則、知的財産、特に地理的

表示問題ですね。これについては、何か―

―この中で、地理的表示では、農林水産関
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係のものとかあるいは食品とかについて、

僕が調べたところ、ヨーロッパなんかはか

なり保護の制度が強くて、日本もこのヨー

ロッパに近くて、つい６月19日に地理的表

示保護というのが成立しているんですよ。

それでは、大体ヨーロッパ的な地理的表示

を守るんだというような中身になっている

んですけれどもね。 

 ところが、アメリカとかオーストラリア

のいわば新大陸というところは、大体地理

的由来というのじゃなくて、企業由来とい

うのが大体考え方のベースにあって、とて

も――まともに交渉すれば、６月19日に成

立した地理的表示法を変えなきゃならぬよ

うなことになるんじゃないかというふうに

思うんですけれどもね。そこら辺は、何か

情報は得ていますか。 

 

○小原企画課長 済みません、その地理的

情報については、ちょっと情報は今のとこ

ろ持ち合わせておりません。申しわけござ

いません。 

 

○松岡徹委員 結局は、この前成立した法

律がその地理的表示法なんですけれども、

結局は、日本のいろんなところでできた農

産品とか何かは、地理的表示をして保護す

るんだと。これはＴＰＰの交渉対象になっ

ているんです。この前法律ができたのを変

えないかぬようなことになるんですよ。 

 私の結論ですけれども、国会決議や県議

会の決議、それに基づいて交渉が進められ

てきましたけれども、今の状況を見ると、

私は、村上委員もおっしゃったように、日

本の農業とか、中小企業とか、国民健康保

険という、いろんなのを守る上では、この

ＴＰＰ交渉はもう撤退するしかないという

ことを申し上げて……。 

 

○藤川隆夫副委員長 松岡委員の意見とし

て。 

 

○村上寅美委員 俺は撤退せえとは言いよ

らぬけん。 

 

○松岡徹委員 あなたは言いよらぬけど、

僕が言いよるわけで。 

 

○鬼海洋一委員 ２つだけ質問したいと思

います。  

 先ほど、ここの７ページで、二国間会合

の中で、私は、市場アクセス、非常に重要

な問題だというように思っているんですが、

市場アクセスについても着実な進展を見る

ことができたという表現を使ってあります

が、なかなか、じゃあ何がどういうぐあい

になったかというのは、表現は難しいとい

うふうに思うんですけれども、この辺がも

う尐し説明できるものがあれば説明いただ

きたいというのが１点です。 

 それから、今も話されておりますように、

このＴＰＰ問題というのは、非常に特異な

問題、取り組みだというふうに思っている

んですね。ベールの中で審議をして、そこ

で決まって協定をして、それがある日突然

出てきて、それがそれぞれの国会の中で議

決するという、ですから、その意味では、

国民であり、我々地方議会等についても、

なかなかこの問題の進展について意見を、

先ほどから話があっているように、影響を

求めるというのは非常に難しいんではない

かというふうに思っているんですが、ただ、

その中でも、交渉の進め方について非常に

懸念することがあります。 

 このＴＰＰ全体でどうするかという議論

が今まで進んできて、特にアメリカあたり
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との関係では、ここに書いてありますよう

に、交渉官会合等なされてきているわけで

すが、戦略的に、ＴＰＰに至る前に、この

中でも何回か私は言いましたけれども、つ

まり二国間協議、これを先行させながら、

そして、それを全体化してＴＰＰに影響さ

せるという、戦略的な対応というのがなさ

れてきたんじゃないかというふうに思って

います。 

 ただ、その中で、非常に懸念するという

ふうに言いましたのは、例えばオーストラ

リアとの肉の協議等もそうですが、ここで

関税交渉、または関税にかかわる交渉がな

されてきて、だんだんだんだん関税率は下

がっているじゃないですか。二国間の中で

関税は下がってきている。それをどういう

ぐあいにカバーするか、セーフガードでカ

バーするんですよと、今お話しのとおりで

すね。 

 しかし、それが機能するかどうかという

ことと、だんだんだんだん下がってきてい

る状況を考えれば、今セーフガードはどう

いうぐあいに発動されるかということを考

えてみると、ほとんどセーフガードそのも

のが機能しないんじゃないかというような

見方もある。 

 そうすると、もう既に二国間協議の中で

決まっていることを、ＴＰＰというその大

きな局面の中で、その数字が仮に適用され

たにしても、もう日本の畜産業界というの

は壊滅的な打撃を受けるという状況まで来

ているんではないかと。 

 そういう意味において、この二国間協議

の進め方と、戦略的にそういうものが一つ

の流れとしてできていることについて、い

かがなものかというふうに思っているんで

すが、その２点について、ちょっとお考え

をお聞かせいただきたいと思います。 

 

○小原企画課長 市場アクセスの１点目の

状況でございますが、確かに委員がおっし

ゃったとおり、詳しい状況はわからないと

ころでございますが、ベトナムのハノイ、

９月に行われた澁谷審議官のブリーフィン

グの中では、若干語られている部分につい

ては、事務方による――個別の交渉官です

ね。事務方によるバイの協議、要するに二

国間協議は行っている、ラインごとの交渉

を本格的に始めた国もあれば、最終段階の

詰めというような議論を行っている国もあ

るということで、やはり、最初も早田委員

の御質問に答えたとおり、いろいろな程度

があるということを発言されておられます。 

 それから、後半のちょっと御質問につき

ましては、二国間の……。 

 

○藤川隆夫副委員長 二国間協議の中での

進め方とか戦略とかはという話です。 

 

○鬼海洋一委員 もう既に二国間協議で決

まっている内容等についても、もう日本の

畜産なんていうのは壊滅的な打撃を受ける

ような内容で進んでいるわけでして、それ

をまたＴＰＰに全体として置きかえるとい

う状況になれば、これは、そういう二国間

協議を先行させながらＴＰＰを結びつける

という戦略そのものが問題なのではないで

しょうかということで、その辺の協議のあ

りようについていかがお考えでしょうかと

いう質問ですね。 

 

○島崎企画振興部長 協議手法として、一

般的にですけれども、多国間の中でその二

国間を局面に応じて利用していくという方

法は、もちろん古来からとられてきてはい

ると思います。 
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 今回どうなのかというコメントは差し控

えたいですけれども、基本的に、先ほども

述べました、日本の国益ですとか、あるい

は国会のほうで御決議いただいたりしてい

るラインを大きく踏み越えるようなことが、

二国間というものを通じて多国間に大きい

影響を与えるような交渉の手法及び結果に

なるんだとしたら、それは決議などを反映

してないということですので、得策ではな

いという結論になるんじゃないかなとは思

います。 

 

○鬼海洋一委員 まあ、そういうことだろ

うというふうに思うんですね。 

 この交渉の経過を見てみますと、さっき

言ったように、ある日突然ベールからはが

されて、決まったものを国会決議するとい

うようなことになっていくわけでして、今

のアメリカの状況を見てみると、とてもじ

ゃないけれども、今米をしとったところが、

突然自動車が出てくるということですから、

自動車について、アメリカは譲歩するなん

てことはほとんど考えられない話ではない

かというふうに思っているんですね。 

 そうすると、何かできないものをやって

いるような感じがするわけですが、その意

味では、この交渉そのものが意味があるの

かなというような気持ちを持っているとい

うことを感想として申し上げまして、終わ

ります。 

 

○藤川隆夫副委員長 ほかに質疑はありま

せんか。よろしいですか。 

 なかなか進んでいないところの話だろう

と思いますので、議論もなかなか深まらな

いとは思います。 

 

○山本秀久委員 ここで議論してもだめだ

って。意見書を出せばいいんだよ。 

 

○藤川隆夫副委員長 それでは、質疑はこ

れで終了いたします。 

 次に、閉会中の継続審査についてお諮り

します。 

 本委員会に付託の調査事件については、

審査未了のため、次期定例会まで本委員会

を存続して審査する旨、議長に申し出るこ

ととしてよろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫副委員長 御異議なしと認め、

そのようにいたします。 

 次に、その他に入りますが、何かござい

ますでしょうか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫副委員長 なければ、これをも

ちまして本日の委員会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

  午後２時19分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定によ

りここに署名する 

  ＴＰＰ対策特別委員会委員長 


